
就農希望者を紹介

ふくしまの次代を担う新規就農者支援事業

（多様な担い手確保支援事業）

《派遣事業》【労働者派遣事業許可番号】派 40-301031
《紹介事業》【有料職業紹介事業許可番号】40- ユ -300845

雇用を考えている農業者の皆様へ

最長 3か月の実践研修で人材をしっかり育成！

お試し就農中の給料は県が全額負担！

お試し就農後はそのまま採用することも可能

農業法人等の規模拡大を支援するため

ふくしまの農業と農村を共に創る

新規就農希望者・農業者の双方を支援

「もうかる」「誇れる」

お試し就農の趣旨

お試し就農とは？

し
ま
す

就農希望者の給与等は県が負担するため、受入先法人にとっては、ご負担な

く試用期間に充てていただくことが可能です。

3ヶ月間の実践研修修了後、直接雇用に移行することが可能です。

・

・

新規就農希望者

知識・スキルの習得

（お試し就農生）

農業法人

人材不足の解決や
規模拡大

直近3年のお試し就農の実績
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研修終了後の
直接雇用人数

お申し込み・お問い合わせ

スマートフォンの方は
こちらをチェック！

お申し込みは
こちらから

人材不足
の

お悩み解
決や

規模拡大
を支援

お試し就農生
受入先募集！

ふくのう事務局（受託事業者）

963‐0107
福島県郡山市安積三丁目361番地

事業実施主催 /福島県

総合窓口

福島県農業経営・就農支援
ポータルサイト

I n s t a g r am
FUKUNOU_OFFICIAL

随時情報更新中！

その他にも「ふくのう」では
さまざまなサポートメニューあり！

就農相談会「ふくしま農業人フェア」

就農希望者と直接会える！今年度は県内 5 会場で開催予定

農業経営の相談受付

経営の改善、規模拡大などの相談を受け付けします

各自治体との連携

各自治体や支援団体と連携し必要な支援策を案内します
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農林水産部 農業担い手課

～マッチングにより研修生を農業法人等へ派遣し、３ヶ月間の実践研修を～



派遣会社 受入先お試し就農生

複数名を受け入れることはできるの？

１法人への派遣人数上限は２名までです。

研修内容で留意することは何？

就業中の自動車の運転については、原則禁止となります。

研修の習熟度に応じて、途中からお願いする
業務を増やしても良い？

一般労働者派遣契約の問題上、研修期間の途中に業務の
追加は認められません。開始前に業務内容を詳しく表示
して、再確認いただきますよう、お願いいたします。

よくある質問

お試し就農生を受け入れた農業者の声

Q. お試し就農生を受け入れた経緯は？（複数回答）

お試し就農生の実践研修のスキームについて

「お試し就農生」研修制度お試し就農～採用（正規雇用）の流れ

この期間の

お試し就農生にかかる

給料などは県で負担します！

巻き込み面のQRコードからお申し込みくださいお申し込み
STEP
��

事業の詳細説明および農業者様の現状を伺います

事業の委託 派遣社員として
雇用契約締結

派遣社員として
受入先に派遣し、実践研修

※お試し就農の実践研修中の給与については、県及び派遣会社で規定されている金額となります。予めご了承ください。

ヒアリング
STEP
��

条件に合致の就農希望者とマッチング・現地見学の実施就農希望者への紹介
STEP
��

実践研修スタート！（最長3か月）お試し就農生として実践研修
STEP
��

研修後は、お試し就農生と協議の上、採用も可能です。そのまま採用
STEP
��

県

！

受入先となっていただくには、以下の 要件を全て満たしている必要があります

募集要項

注意事項

今年度中に正規雇用またはそれに準ずる期間の定めのない雇用の予定があること�

次の①～③のいずれかにあてはまること�

①新規就農者育成総合対策事業（就農準備資金）に係る研修認定機関

②雇用就農資金事業の研修要件を満たす農業経営体

③上記を満たしていない場合、農業の「働き方改革」実行計画
　および就業規則に準ずる計画や規定がすでにあるまたは準備できること

①労働基準法、労働契約法、その他労働関係法令を遵守していること

②事業および研修生に対する人材教育へご協力いただけること
（研修生の集合研修や当事業の開催する就農相談会などその他の新規就農者および農業法人などに対する支援施策）

③お試し就農生は雇用契約締結完了後の毎月1 日または15日のいずれか早い方に事前研修 (1 日) を実施し、翌日より派遣する予定です。

④貴社とお試し就農生が合意に至らなかった場合は直接雇用とはなりません。

⑤必ずしもお試し就農生をご紹介できるとは限りません。
※定員に達し次第、終了となります。あらかじめご了承ください。
※「お試し就農生」研修制度は労働者を派遣する事業ではありません。

人材不足 事業規模の拡大 農業担い手の育成

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

67%

33%

56%

%78研修生は研修中、積極的に取り組んでいた：

%85通常の正規雇用との教育・育成方法の違いは特になし：

・人件費が発生していないので多少のミスは許容できる。

・余裕を持って育成できる。

【参考】教育・育成方法について、違いがあった方のご意見（一部抜粋）

※令和7年3月28日現在（暫定版）

%89次年度、同じ事業があれば、またこの制度を利用したい：


